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甲府市農業委員会８月定例総会議事録 

 

１．日  時  令和元年８月３０日（金曜日）午後２時００分から２時５４分  

 

２．会  場  ホテルクラウンパレス甲府 

 

３．出席委員（19名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝    4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄  8番 長田 孝夫 

9番 菊島  建 10番 關野  登  11番 森  信二  12番 花形 満寛 

 13番 末木 瑞夫  14番 土屋 正人   15番 萩原 爲仁   16番 小林 雅宗 

  17番 山本  一 

【最適化推進委員】 

2番 山本 光信  3番 平澤 友良   4番 望月 典雄  5番 埴原 久徳 

6番 栁澤  榮   8番 萩原  斉   9番 越石 和昭 10番 市村 秀俊 

11番 向山 章雄  12番 齊藤 藤雄  13番 佐々木茂隆  14番 渡邉 初男 

15番 塚田 泰英 16番 佐野 勝紀 18番 深田 喜徳 19番 小澤  博 

 

４．欠席委員（0名）  

   【最適化推進委員】 

1番 植田  泰  7番 萩原 靖彦 17番 米山 伸一 

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 牧野 公治 

             技 師 井上 健洋 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第３条の規程による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規程による許可申請について 
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議案第４号 令和元年９月告示分農用地利用集積計画について 

議案第５号 令和２年度甲府市農業行政施策に関する意見書について 

議案第６号 令和元年度甲府市農業賞候補者の推薦について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 耕作土搬入届出について 

 

午後 2時 00 分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、令和元年度 8月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員定数 19名中、19名が出席しておりますので、農業委員会等

に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立していることをご報告いた

します。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。では、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議

長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会８月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、８月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により、１５

番の萩原爲仁委員、１６番の小林雅宗委員のお二人にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第１号は農地法第３

条の規定による許可申請についてです。事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 1 件ございまして、第 3 条の資格要件を全て充

たしております。議案書 1ページの 1番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・
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譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。長泉寺から○○ｍほど○○に

位置する農地で、東面・北面は宅地、南面・西面・は農地となっています。譲受人は

○○○○○○○○○○○○を行っているが、新たな農地購入を検討していたところ、

申請地が隣接しており、農地立地条件に適していることから、取得し○○○○○○○

したいとのことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、取得後は計画面積

が○○○㎡となり、○○○○を行う計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。ここで、地元委員からの補足説明をお願いしま

す。この案件は中道北地区ですので、土屋三千雄委員よりお願いします。 

○中道北地区委員（土屋三千雄委員） 

   1号案件について説明します。譲受人の北側に○○○○○○○○○ということで、そ

の南側が農地になっています。入口の関係でセットバックを考慮し、なおかつ南側の

農地も取得したいということです。北側に○○○○○○○は、○○○○○○○になっ

たら農業を手伝うということで地元の集落地の中に○○○○○ということで、問題あ

りません。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。 

地元の土屋委員から説明が終りました。 

これより、質疑に入ります。皆様から、質問や意見がありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

特別意見、質問はないようなので、採決をいたします。 

議案第 1号の農地法 3条の案件に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきましたので、議案第 1 号につ

いては決定し、早速許可書の交付をして参ります。 

  つづいて、議案第 2 号は農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請についてです事

務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4 条許可申請は 3 件でございます。議案書 2 ページの 1 番、地図は 1 ページ

の 4条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記

載のとおりです。和戸バス停から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は宅地、南

面・西面は農地、北面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しまし

た。申請人は、近隣住民より市道の幅員がすれ違えないほど狭いため、拡幅してほし

いとの要請があったため、申請地を公衆用道路として転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 2番、地図は 2ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・
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地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。前田橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・北面は道路、南面・西面は宅地及び農地となっています。

農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に係る土地周辺地域に居住する

者の日常生活上必要な施設と判断しました。申請人は○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○しており、現在所有している○○○○○○を置ききれないことや、

取引先が甲府市南部にあることから、申請地が立地条件及び利便性に適しており、○

○○○として転用したいとのことです。 

続きまして、議案書 3番、地図は 3ページの 4条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。諏訪神社から○○ｍほど

○○に位置する農地で、東面は道路、南面・北面は農地及び宅地、西面は山林となっ

ています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請人は○○○○○○しており、

昭和○○年頃より事業用地として転用していたとのことから、今回始末書添付の申請

となります。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から、ひととおり説明が終わりました。 

ここからは、地元委員からの補足説明をお願いします。 

1番の案件は 甲運地区ですので 森委員よりお願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   １番の案件は事務局の説明のとおりで、何ら問題はないと思います。ご審議のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

2番の案件は 山城地区ですので關野委員よりお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

2番の案件は、事務局の説明通りですが申請が○○年ほど前に取得した土地というこ

とで、○○○○○○○○○○○○○○○○○○として使用するということで、特に問

題ないと考えております。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに、3番の案件は 中道南地区ですので小林委員よりお願いします。 

○中道南地区委員（小林委員） 

   3番の案件いついて補足の説明をいたします。精進湖道路沿いにある、大きな土地で、

○○年以上前から○○○○○として営業していました。当初は○○○○○でしたが別

の会社に移り、昨年の台風で屋根が壊れてしまい、建て替えをするということで調査

したところ農地でしたので、今回始末書添付ということで挙がってきました。○○に

ついて現地確認をしたところ、○○については○○○が何箇所も設置されていて、そ

のまま○○○○して処理されていました。○○○○については○○○を通して近隣住

民が使っている○○○の方に流していますので、何ら問題ないと思いますので、ご審
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議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。地元委員からひととおり説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。皆様から、質問や意見はありますか。 

≪ 無しの場合 ≫  

○山城地区委員（萩原委員） 

   面積は○○○㎡ということですが、○○年前から無許可で○○○○○をやっていた

のでしょうか。また、立地条件ということですが、どのような申請なのでしょうか。 

○議長（西名会長） 

事務局で、事業内容も含めてもう少し細かく説明してください。 

○事務局（一ノ瀬主事） 

   この場所は、許可をとっていたと思うのですが、古すぎて事務局にも書類が残って

いなかったため、始末書添付での申請となりました。また、国の是正手段のひとつと

して追認というのがあるので、今回、追認で許可を取るということで是正されるので

受け付けました。 

○事務局（佐野係長） 

   私が昭和○○年生まれですが、それ以前から○○○○○○○○○○○○がありまし

た。恐らく建築基準法などが定められる前に建てられたもので、措置としては止むを

得ないと思います。面積は大きいのですが、現実に畑ではないので、止むを得ない措

置だと思います。 

○議長（西名会長） 

事務局長の方から、補足説明をします。 

○事務局長（青木局長） 

   普通であれば許可をとっていたと思います。今まで議案に挙がってきた案件が何件

もあるのですが、例えば転用して自宅を建てたりすることなどですが、その時に地目

変更をしてくれていれば何も問題もありませんが、そのままにしておくと後々になっ

てから許可を取ったのかどうかわからなくなってしまいます。10年や 20年前ですと議

案に残っていたり、台帳に農地転用許可済みと登録がされるのですが、それ以前にな

ると、例えば昭和○○年当時の、中道町時代の議案は残っていなくて転用の許可が出

ているのかどうかが確認できません。これは、他の一般の住宅にも沢山あります。車

の買い替えのために車庫証明を取ろうとしたら家はあるけど地目は農地のままだった

など、転用許可証が無いという場合、追認することが年に何件かあります。今回は規

模、面積が大きいですが事務局として追認措置で止むを得ないという判断です。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   例えば、農業委員会以外の、当時の役場の中の建築許可を出した部署などは調査し

たのですか。 

○事務局長（青木局長） 

   そこを含めて、ありません。 



 6 

○山城地区委員（萩原委員） 

   甲府市は、40 年前など古いものはあるのですか。 

○事務局長（青木局長） 

   議案は残っています。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   わかりました。 

○議長（西名会長） 

この案件は、市町村合併があったことも含めて、あまりにも大規模なので疑問に思

うところもありますが、個人の住宅でもこのような事例もあるとのことなので、今回

は、是正措置で始末書添付での申請となります。ご理解いただきたいと思います。 

   他にはいかがでしょうか。 

それでは、特別ご意見も無いようなので、採決をいたします。 

議案第 2 号 農地法第 4 条の規定による許可申請に賛成の方は、挙手をしてくださ

い。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきました。 

議案第 2号の内、3番の案件については、1,000㎡以上の案件となりますので、許可

相当ということで、県農業会議に諮問して参ります。他の案件につきましては、1,000

㎡未満ですので、許可書の交付をして参ります。 

  つづいて、議案第 3 号は農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請についてです事

務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 4 件、使用貸借が 1 件、計 5 件となります。

議案書 3ページの 1番、地図は 4ページの 5条№1をご覧ください。申請地の所在・地

目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。梅ノ木町公民館から

○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面は宅地、西面は農地、北面は道路とな

っています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、現在の○○○○○

となったため、申請地を取得し、○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○

○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 5ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・借人・貸人については議案書記載のとおりです。向町二交差点から○○

ｍほど○○に位置する農地で、東面は道路、南面は農地、西面・北面は宅地となって

います。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は、現在の○○○○○となっ

たため、申請地を貸借し、○○○○○○○したいとのことです。転用後は、○○○○

○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 3番・4ページの 4 番、地図は 6ページの 5条№3～5条№4をご
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覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のと

おりです。富春院から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・北面は宅地、

西面は宅地・農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人

は○○○○○○○○○○○○○しているが、申請地は立地条件に適しており需要が見

込まれるため、東側にある道路に面した既存宅地と併せて○○○○○○○○に転用し

たいとのことです。転用後は○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5番、地図は 7ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。富春院から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面は農地南面・西面は農地、北面は宅地となっていま

す。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、申請地南側の隣接地で耕作

を行っているが、自家用の○○○○○○が不足しているため、申請地を取得し、○○

○○にしたいとのことです。以上でございます。  

○議長（西名会長） 

事務局から、ひととおり説明が終わりました。 

ここからは、地元委員からの補足説明をお願いします。 

1番の案件は 玉諸地区ですので 落合委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（落合委員） 

   落合です。よろしくお願いいたします。１番の案件は場所的にも周りがほとんど宅

地になってしまい、農地として置いておくのは少し問題があるということで、○○に

して○○を建てるということに、何ら問題はないと思います。よろしくご審議のほど、

お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに、2番の案件は 玉諸地区ですので 田中委員よりお願いします。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

   先ほど事務局から説明のあったとおりで、問題ないかと思います。ご審議のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

つぎに、3番から 5番の案件は 山城地区ですので 關野委員よりお願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   3番、4番は関連いたします。開発許可との同時案件となります。事務局から説明が

ありましたが、申請地につきましては既存集落に介在する農地ということで、既存の

宅地を含めて○○○○する。○○○○○については○○○○○○○ということで、農

業用水への影響はありません。止むを得ないものだと考えております。5番については

申請地は譲受人の土地に隣接しているということから事務局説明のとおり無償で譲り

受けるという内容でございます。特に問題はないと思います。以上です。 
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○議長（西名会長） 

   ありがとうございました。地元委員から、説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。皆様から、質問や意見はありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫  

○山城地区委員（萩原委員） 

   3 番、4 番の案件ですが、譲受人が○○○○という形で転用の目的が出ていますが、

○○○○は、誰が○○○○をする場合は許可が出るのか教えてください。一般的に資

材置場から転用して分譲というケースが結構あります。建売分譲の場合、どういった

形なのか具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

   それでは、事務局から説明してください。 

○事務局（一ノ瀬主事） 

建売分譲は、知事の発行する宅地建物取引士の資格を持っている方になります。ま

れに個人でも出来ますが、一般的には不動産会社です。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   たとえば今回の場合、取得される会社の方が建物を建ってやらなくても申請さえす

れば、受け付けてくれるのですか。 

○事務局（一ノ瀬主事） 

建売分譲という形で許可を得ている以上は、申請者が実際に建物を建てることにな

ります。建てる資金証明まで出していただき認めています。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   今回は、譲り受けた会社は不動産会社ですが、不動産会社が建てなくても他の業者

が建ててもいいのでしょうか。 

○事務局（一ノ瀬主事） 

   農地法においては、審査する書類が正しければ許可を出してしまうので、許可を出

してから、どこの業者が建てるのかは求めていません。書類が整っている限り許可は

出します。 

○議長（西名会長） 

   もう少し分かりやすく、事務局長から説明があります。 

○事務局（青木局長） 

   個人が自己用住宅を建てる場合、本人が建てるのではなく、業者に委託して建てて

もらうのと同じように、建売分譲もそれをやる人が建てるのではなく、他の業者が建

てても問題ありません。きちんとこの業者が建売分譲やるかどうかは、最後に転用確

認証明を事務局で出しますので、その時にチェックが入ります。今回であれば譲受業

者がやるということまで、確認して転用確認証明を出しますので、問題ありません。 

○山城地区委員（萩原委員） 

   わかりました。ありがとうございました。 
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○議長（西名会長） 

事務局の方でも、事業計画、事業費など資金の裏づけまでしっかりと必要書類をも

らって確認していますので、業者が建物を経てることも関与してなくてはだめですか

ら請負も確認しています。 

それでは、採決をいたします。 

議案第 3号、農地法 5条の許可申請に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。議案第 3号の内 3番、4番の案件は関連案件となり、1,000

㎡以上の案件となりますので、許可相当ということで、県農業会議に諮問して参りま

す。他の案件につきましては、1,000㎡未満ですので、許可書の交付をして参ります。 

つぎに、報告第 1号から第 5号について、事務局より説明して下さい。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 5 ページをご覧ください。先

月の総会案件のうち、5条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、いずれ

の案件も許可相当との答申を受けました。6 ページからは令和元年 7 月 18 日から令

和元年 8月 16 日までに受理しました相続等の届出や市街化区域における各種の届出

を掲載しております。なお、それぞれの転用目的や農地の所在・届出人等につきま

しては、議案書に記載のとおりであり、受理通知につきましては、事務局長の専決

により交付済みとなっております。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

報告事項について、事務局からの説明が終わりました。 

報告第 1号から第 5号について、報告事項ですので、ご了承願いたいと思います。 

つぎに、議案第 4 号は 令和元年 9 月告示分 農用地利用集積計画についてです。

事務局より説明してください。 

 

○事務局（井上技師） 

それでは説明に入ります。農地銀行を利用する案件は、新規設定 1 件、再設定 2件、

計 3件の申し出がありました。議案書 16ページの表は、新規設定です。中道南地区か

らの申し出があり、合計面積は 842㎡です。中段の表は、平成 31年度の目標面積 115,900

㎡に対し、設定面積は 68,646 ㎡、達成率は 59％です。続いて 17 ページの表は、再設

定です。相川・二川地区からの申し出があり、合計面積は 1,624 ㎡です。中段の表、

平成 31年度の目標面積 290,000㎡に対し、設定面積は 137,153㎡、達成率は 47％です。 

18 ページ 1 番は新規設定です。18 ページ 2 番、3 番は再設定です。以上、全ての案

件の借り手の経営地は、利用権設定に必要な下限面積及び、農作業従事日数を超えて

おり、耕作に供すべき農用地のすべてを効率的に利用しております。これらを踏まえ、

甲府市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合していることから、
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農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項による借手の要件を満たしております。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。皆様から質問や意見はありますか。 

≪ 無しの場合 ≫  

○議長（西名会長） 

特別ないようなので、採決をいたします。 

議案第 4号の利用権設定に賛成の方は、挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の挙手をいただきましたので、議案第 4 号につ

いては決定して参ります。 

  つぎに議案第 5 号は、令和 2 年度甲府市農業行政施策に関する意見書（案）につい

てです。事務局より説明して下さい。 

○事務局（牧野係長） 

   それでは、令和 2 年度甲府市農業行政施策に関する意見書（案）について、朗読を

もって説明とさせていただきます。 

≪ 『令和 2年度甲府市農業行政施策に関する意見書』朗読 ≫ 

   以上が案となります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（西名会長） 

事務局からの説明が終わりました。 

   この意見書（案）については、5月のブロック会議でいただいたご意見を事務局でた

たき台を作り、8 月 16 日に開催した運営委員会で、委員の皆様にご協議をいただく中

で修正したものです。皆様からご意見やご質問はありましたらお願いします。 

≪ 無しの場合 ≫ 

○議長（西名会長） 

いろいろ申し上げたいことは山ほどありますが、あまりにも膨大な項目を挙げても

なかなか難しいと思いますので、運営委員会でも絞って来年の行政施策に反映してい

ただくということで、5項目に絞り込んだという経緯もあります。 

それでは、このような内容でご賛成いただけますか。 

≪ 「はい」という返事が多数あり ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。それでは令和 2 年度甲府市農業行政施策に関する意見書

については、甲府市長に提出して参ります。 

日程については、今後決まってきますので、執行部、ブロック長、女性農業委員な

どのご出席をいただく中で、代表で提出してきます。それでは、案を削除していただ

きまして、意見書として提出して参ります。 

つぎに議案第 6 号は、令和元年度甲府市農業賞候補者の推薦についてです。事務局



 11 

より説明して下さい。 

 

○事務局（牧野係長） 

   議案の第 6 号の甲府市農業賞候補者の推薦についてですが、農政課から推薦の依頼

がありまして、農業委員会から甲府市へ推薦していくという流れとなります。 

≪ 『令和元年度甲府市農業賞被表彰候補者推薦書』について経緯等を説明 ≫ 

○議長（西名会長） 

事務局より、甲府市農業賞候補の推薦者について事細かに説明がありました。 

これは、6月の総会で 本年については中ブロックの順番ということでしたので、中ブ

ロックの中で慎重に検討し、運営委員会でのご確認をいただいたうえで、本日のご提

案となった次第です。この賞にふさわしい人を推薦できたように思います。 

これは、ご意見やご質問ということではなく、人事案件でございますから、全員の

方のご賛成でご承認を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。 

≪ 「異議無し」の声、多数あり ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。それでは、異議無しということでご賛成をいただきまし

たので、決定して参ります。 

   以上で、予定している案件は、全て終了いたしました。皆様のご協力により、スム

ーズに議事が進行されました。ありがとうございました。 

 

 

 

午後 2時 54 分 閉会 

 

 

 


